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　感
染
症対

策

　2 回目接種から 7 カ月経過した 65 歳以上の方へ順次接種券を発送しますので、届き次第ご予約
ください。予約方法・電話番号などは、接種券同封のチラシでご確認願います。

新型コロナワクチンの 3 回目接種のご案内お知らせ

医療機関 実施曜日 接種時間 ワクチン

栗山赤十字病院
水・木・金 15：00 ～ 17：00 ファイザー製

土 9：00 ～ 16：00 モデルナ製

長岡医院 水・木・金 13：30 ～ 15：30 ファイザー製

にしみこどもクリニック 月・火・水・金 14：00 ～ 16：00 ファイザー製

つぎたてクリニック

月 9：00 ～ 11：30 ファイザー製

火・木・金 10：00 ～ 11：30 ファイザー製

土 10：00 ～ 11：00 ファイザー製

梶整形外科 木    9：00 ～ 11：30 ファイザー製

　北海道全域に、2 月 20 日㈰まで「まん延防止等重点措置」が適用されました。町民の皆さんには、
これまで以上に感染防止対策の徹底を行っていただき、感染拡大の抑止にご協力をお願いします。

まん延防止等重点措置に係る町の対策についてお知らせ10 万円   追加支給
中小企業等事業継続給付金（申請期限は3月15日まで）支援

　町では、新型コロナ感染症拡大のため、売上が減少している中小企業などに対し「中小企業等事業
継続給付金」を支給していますが、多くの企業が長引くコロナ禍による景気低迷や原油高騰などの影
響を受けていることから、今回、本給付金に 10 万円を上乗せし、支給することといたしました。
　既に給付金の支給決定を受けた事業者については、追加支給分を指定口座に振り込みますが、給付
金の申請をまだ済まされていない事業者につきましては、期限までに申請をお願いします。
■支給対象・支給額
　新型コロナ感染症の影響により売上の減少が前々年同月比（令和元年と令和 3 年を比較）で 20%
　以上の減少率となる中小企業　など

【申請先・問い合わせ】　
　町ブランド推進課商工・労働グループ　☎ 73-7516 詳細はこちら→

住民税非課税世帯などの皆さまへ
臨時特別給付金（1 世帯 10 万円）のお知らせ

支援

　住民税非課税世帯・家計急変世帯に対して、１世帯あたり 10 万円を給付する臨時特別給付金を含
む国の経済対策が決定されましたので、本町における実施概要をお知らせします。
■対　象（次のいずれかの要件を満たす者）
　①住民税均等割非課税世帯
　　基準日（令和 3 年 12 月 10 日）において世帯全員の住民税均等割が非課税である世帯
　②家計急変世帯
　　新型コロナ感染症の影響を受け家計が急変し、①の世帯と同様の状況にあると認められる世帯
※支給額は１世帯あたり 10 万円で 1 世帯 1 回限り。①②の重複受給はできません。
■申請方法・手続き
　①（住民税均等割非課税世帯）対象者の申請手続き
　    ・令和 3 年 1 月 1 日以前から町内に住民票がある方
　       →町から対象と見込まれる世帯に対し「支給要件確認書」を 2 月中旬に郵送する予定です。
　    ・令和 3 年 1 月 2 日以降に転入された方　→別途申請が必要です。
　②（家計急変世帯）対象者の申請手続き　    
             →別途申請が必要です。
※申請内容については、下記の窓口や町ホームページでご確認ください。

【申請先・問い合わせ】　
　町福祉課（臨時特別給付金窓口）　☎ 73-7507

詳細はこちら→

支給対象 変更前 追加支給額 変更後

　　飲食店関連事業者・宿泊業・一般貸切旅客
　　自動車運送業・一般乗用道路旅客運送業 30 万円

10 万円

40 万円

　　町内において営業をしている事業所を有し、
　　事業収入を得ている法人または個人 20 万円 30 万円

　　飲食店（休業協力・感染リスク低減支援金（拡
　　充事業）を受けた事業者） 10 万円 20 万円

町内の接種体制（2 月 1 日現在）

　原則、町民のみの利用とし、他市町村からの利用は遠慮いただくこととします。利用に際して
は感染防止対策の徹底をお願いします。

　町主催（共催）の行事・イベント等について

　本町では人数上限（5,000 人）を超えるイベントなどは予定されていません
が「栗山町イベント共通ガイドライン」に準じて、感染防止対策を徹底して開
催することとします。

　飲食店等への要請内容について

①営業時間及び酒類の提供について （北海道飲食店感染防止対策認証制度で内容が変わります）
　【 認 証 店 】　営業時間 5：00 ～ 21：00、酒類提供 11：00 ～ 20：00 または営業時間 5：00 ～
　　　　　　　20：00、酒類提供を行わない
　【非認証店】　営業時間は 5：00 ～ 20：00、酒類提供を行わない
②同一グループの同一テーブルへの入店案内を４人以内とする
③カラオケ設備の提供を行う場合、密を避ける、換気の確保など感染防止対策を徹底する

協力いただいたお店は
　道より支援金を支給

ガイドラインはこちら

※農村環境改善センター、南部公民館での接種は 2 月中旬開始に向けて調整中です。
 【問い合わせ】　町新型コロナウイルス対策室　☎ 76-7065（予約受付の電話番号ではありません）

　公共施設について


